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青
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県
保
健
医
療
計
画
の
変
更
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医
療
薬
務
課
）
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一

公

告

○
毒
物
劇
物
取
扱
者
試
験
の
施
行
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
医
療
薬
務
課
）
…
四

出
先
機
関

○
土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
任
及
び
退
任
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
中
南
地
域

県

民

局
）
…
四

公
安
委
員
会

○
青
森
県
警
察
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
警

務

課
）
…
五

公
営
企
業

○
特
定
調
達
契
約
に
係
る
落
札
者
の
決
定
に
関
す
る
公
示
qqqqqqqqqqqqqqq（
病

院

局

管

理

課
）
…
六

告

示

青
森
県
告
示
第
三
百
三
十
八
号

医
療
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
）
第
三
十
条
の
六
（
第
三
十
条
の
六
第
一
項
（
第
二

項
）
）
の
規
定
に
よ
り
、
青
森
県
保
健
医
療
計
画
を
次
の
と
お
り
変
更
し
た
の
で
、
同
法
第
三
十
条

の
四
第
十
八
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
変
更
後
の
青
森
県
保
健
医
療
計
画
は
、
青
森
県
健
康
医
療
福
祉
部
医
療
薬
務
課
及
び
各
地

域
県
民
局
の
地
域
健
康
福
祉
部
の
保
健
総
室
に
備
え
置
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
六
年
五
月
三
十
一
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

青
森
県
報
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公

告

毒
物
劇
物
取
扱
者
試
験
の
施
行

令
和
六
年
毒
物
劇
物
取
扱
者
試
験
を
次
の
と
お
り
施
行
す
る
の
で
、
毒
物
及
び
劇
物
取
締
法
施
行

規
則
（
昭
和
二
十
六
年
厚
生
省
令
第
四
号
）
第
八
条
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

令
和
六
年
五
月
三
十
一
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

一

試
験
の
期
日
及
び
場
所
（
筆
記
試
験
、
実
地
試
験
共
に
）

１

期
日

令
和
六
年
九
月
四
日
（
水
）

２

場
所

青
森
市
安
方
一
丁
目
一
の
四
〇

青
森
県
観
光
物
産
館
ア
ス
パ
ム

二

受
験
願
書
受
付
期
間

令
和
六
年
七
月
十
二
日
（
金
）
か
ら
同
月
十
九
日
（
金
）
ま
で
（
土
曜
日
及
び
日
曜
日
を
除

く
）
。
受
付
時
間
は
午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
ま
で
と
す
る
。
た
だ
し
、
郵
送
に
よ
る
場

合
は
、
書
類
が
完
備
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
り
、
同
日
ま
で
の
消
印
の
あ
る
も
の
は
、
有
効
と
す

る
。

三

受
験
願
書
提
出
先

〒
〇
三
〇
―
八
五
七
〇

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

青
森
県
健
康
医
療
福
祉
部
医
療
薬
務
課
薬
務
指
導
グ
ル
ー
プ

四

そ
の
他

受
験
願
書
用
紙
は
、
令
和
六
年
五
月
三
十
一
日
か
ら
、
県
内
の
各
県
型
保
健
所
及
び
青
森
県
健

康
医
療
福
祉
部
医
療
薬
務
課
薬
務
指
導
グ
ル
ー
プ
で
交
付
す
る
。

試
験
に
つ
い
て
不
明
な
点
は
、
青
森
県
健
康
医
療
福
祉
部
医
療
薬
務
課
薬
務
指
導
グ
ル
ー
プ

（
電
話
〇
一
七
―
七
三
四
―
九
二
八
九
）
に
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
。

出

先

機

関

土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
任
及
び
退
任

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
津

軽
平
川
土
地
改
良
区
か
ら
、
次
の
と
お
り
役
員
の
就
任
及
び
退
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第

十
八
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

令
和
六
年
五
月
三
十
一
日

中
南
地
域
県
民
局
長

雪

森

正

三

役
員
の

区

別

氏

名

住

所

就
任
及
び
退
任

の
年
月
日

理

事

〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃

岩
渕

琢
緒

小
笠
原

進

神
成

義
徳

鎌
田

洋
一

葛
西

隆
文

須
々
田

憲
一

棟
方

健

千
葉

浩
司

工
藤

正
川

佐
藤

彦
弘

相
馬

豊

古
川

尊
祥

櫻
庭

保
仁

松
森

幸
憲

小
野

英
喜

平
川
市
原
田
村
元
一
二
七

五
所
川
原
市
大
字
田
川
字
高
松
八
三
の
一

北
津
軽
郡
鶴
田
町
大
字
菖
蒲
川
字
一
本
柳
一

五
の
五

弘
前
市
大
字
新
里
字
上
樋
田
一
一
五
の
三

平
川
市
苗
生
松
元
東
田
一
一
の
一

〃

本
町
北
柳
田
五
三
の
一

弘
前
市
大
字
乳
井
字
舘
ノ
沢
八
八
の
一

北
津
軽
郡
鶴
田
町
大
字
境
字
宮
内
一
一
七

弘
前
市
大
字
石
川
字
石
川
二

五
所
川
原
市
大
字
藻
川
字
川
袋
二
八
一
の
四

六弘
前
市
大
字
大
沢
字
下
村
元
四
三
の
一

平
川
市
沖
館
長
田
九
一
の
一

北
津
軽
郡
鶴
田
町
大
字
大
巻
字
川
瀬
六
八
の

二〃

板
柳
町
大
字
灰
沼
字
岩
井
六
の
二

五
所
川
原
市
大
字
鶴
ヶ
岡
字
鎌
田
三
〇
九
の

一

令
和六･
五･二〇就
任

〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃
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監

事

〃〃〃〃理

事

〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃監

事

〃〃〃〃

三
浦

光
春

工
藤

修

三
浦

尉
敬

畑
山

誠
司

松
橋

由
香
里

小
山
内

健
一

工
藤

國
治

岩
渕

琢
緒

櫻
庭

保
仁

古
川

尊
祥

松
森

幸
憲

佐
藤

彦
弘

小
笠
原

進

工
藤

繁
廣

石
岡

政
憲

相
馬

豊

瀧
本

祐
一

小
野

英
喜

神
成

義
徳

棟
方

健

工
藤

正
川

三
浦

光
春

畑
山

誠
司

髙
橋

英
明

千
葉

浩
司

平
川
市
松
館
井
ノ
上
三
九

弘
前
市
大
字
大
沢
字
梨
子
平
二
の
二

北
津
軽
郡
鶴
田
町
大
字
山
道
字
小
泉
一
二
五

の
三

五
所
川
原
市
大
字
藻
川
字
川
袋
二
の
三

北
津
軽
郡
板
柳
町
大
字
辻
字
松
元
一
〇
八
の

二平
川
市
大
光
寺
一
滝
本
一
五
三

北
津
軽
郡
鶴
田
町
大
字
山
道
字
押
眠
八
二
の

二平
川
市
原
田
村
元
一
二
七

北
津
軽
郡
鶴
田
町
大
字
大
巻
字
川
瀬
六
八
の

二平
川
市
沖
館
長
田
九
一
の
一

北
津
軽
郡
板
柳
町
大
字
灰
沼
字
岩
井
六
の
二

五
所
川
原
市
大
字
藻
川
字
川
袋
二
八
一
の
四

六〃

大
字
田
川
字
高
松
八
三
の
一

弘
前
市
大
字
大
清
水
三
丁
目
四
の
二

〃

大
字
小
比
内
一
丁
目
一
三
の
二

〃

大
字
大
沢
字
下
村
元
四
三
の
一

平
川
市
大
光
寺
二
早
稲
田
四
六
の
二

五
所
川
原
市
大
字
鶴
ヶ
岡
字
鎌
田
三
〇
九
の

一北
津
軽
郡
鶴
田
町
大
字
菖
蒲
川
字
一
本
柳
一

五
の
五

弘
前
市
大
字
乳
井
字
舘
ノ
沢
八
八
の
一

〃

大
字
石
川
字
石
川
二

平
川
市
松
館
井
ノ
上
三
九

五
所
川
原
市
大
字
藻
川
字
川
袋
二
の
三

黒
石
市
緑
町
四
丁
目
二
五
の
一

北
津
軽
郡
鶴
田
町
大
字
境
字
宮
内
一
一
七

〃〃〃〃〃六･
五･一九退
任

〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃

公

安

委

員

会

青
森
県
警
察
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
六
年
五
月
三
十
一
日

青
森
県
公
安
委
員
会
委
員
長

横

町

俊

明

青
森
県
公
安
委
員
会
規
則
第
十
号

青
森
県
警
察
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
警
察
組
織
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
十
一
月
青
森
県
公
安
委
員
会
規
則
第
十
五
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後

欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前

（
施
設
装
備
課
）

第
六
条
の
二

施
設
装
備
課
に
お
い
て
は
、

次
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

﹇
一
〜
三

略
﹈

四

物
品
の
調
達
、
管
理
及
び
処
分
に
関

す
る
こ
と
（
会
計
課
の
所
掌
に
属
す
る

も
の
を
除
く
。
）
。

（
施
設
装
備
課
）

第
六
条
の
二

施
設
装
備
課
に
お
い
て
は
、

次
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

﹇
一
〜
三

同
上
﹈

四

物
品
の
調
達
に
関
す
る
こ
と
（
会
計

課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除

く
。
）
。

備
考

表
中
の
﹇

﹈
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
六
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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公

営

企

業

特
定
調
達
契
約
に
係
る
落
札
者
の
決
定
に
関
す
る
公
示

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令

第
三
百
七
十
二
号
）
第
四
条
に
規
定
す
る
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
落
札
者
を
決
定
し
た
の
で
、
同
令

第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

令
和
六
年
五
月
三
十
一
日

青
森
県
病
院
事
業
管
理
者

大

山

力

一

物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

重
油
（
日
本
産
業
規
格

一
種
二
号
）

九
万
六
千
リ
ッ
ト
ル

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

青
森
県
病
院
局
運
営
部
管
理
課

青
森
市
東
造
道
二
丁
目
一
の
一

青
森
県
立
中
央
病
院
外
来
棟
三
階

三

契
約
の
方
法

一
般
競
争
入
札

四

落
札
者
を
決
定
し
た
日

令
和
六
年
四
月
二
十
六
日

五

落
札
者
の
名
称
及
び
住
所

北
日
本
石
油
株
式
会
社
青
森
販
売
支
店

青
森
市
問
屋
町
一
丁
目
六
の
二
〇

六

落
札
金
額

一
リ
ッ
ト
ル

九
十
円
五
十
三
銭

七

落
札
者
を
決
定
し
た
手
続

予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
っ
た
者
を
落
札
者
と

し
た
も
の
で
あ
る
。

八

入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日

令
和
六
年
二
月
十
三
日
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行
所
・
発
行
人
）

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(印
刷
所
・
販
売
人
）

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社
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